
 

 

大和市告示第６６号 

大和市観光促進事業等補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２５年３月２９日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市観光促進事業等補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市観光促進事業等補助金交付要綱（平成２１年大和市告示第１７号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 高座渋谷千本桜・桜ヶ丘さくらまつり開催事業 

  附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 


